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指
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告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
車

力
村
長
か
ら
車
力
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

西
津
軽
郡
車
力
村

大
字
富
萢
字
早
緑
二
七
の
一
の
一
部
、
二
七
の
六
の
一
部
、
二
七
の
九
の
一
部
、
二
七
の
一
〇
の

一
部
、
二
七
の
一
一
、
二
七
の
六
二
、
二
七
の
六
三
の
一
部
、
二
七
の
六
四
の
一
部
、
二
七
の
六
六
、

二
七
の
八
〇
、
二
七
の
八
七
の
一
部
、
二
八
の
二
の
一
部
、
二
八
の
二
四
の
一
部
、
三
〇
の
一
部
、

三
四
の
一
の
一
部
、
三
四
の
二
の
一
部
、
八
二
の
一
の
一
部
、
八
三
の
一
部
、
八
六
の
一
の
一
部
、

八
七
、
八
八
の
一
の
一
部
、
八
九
、
九
二
の
一
部
、
九
三
、
九
六
の
一
部
、
九
七
、
九
九
の
一
部
、

一
〇
〇
、
一
〇
三
、
二
五
二
の
一
部
、
二
六
八
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水

路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
富
萢
字
萱
津
に
編
入
す
る
。

大
字
富
萢
字
早
緑
二
八
の
三
の
一
部
、
二
八
の
三
二
の
一
部
、
二
八
の
三
三
の
一
部
、
二
八
の
三

六
の
一
部
、
二
八
の
七
二
の
一
部
、
二
八
の
七
四
、
二
八
の
七
六
、
二
八
の
七
七
、
二
八
の
八
二
、

二
八
の
八
五
の
一
部
、
二
八
の
一
七
四
の
一
部
、
二
八
の
一
八
四
、
二
八
の
一
九
二
の
一
部
、
二
八

の
二
一
〇
、
二
八
の
二
三
八
、
二
八
の
二
四
〇
、
二
八
の
二
四
三
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
並
び
に
大
字
富
萢
字
早
緑
二
八
の
四
、
二
八
の
五
、

三
二
の
一
五
〇
か
ら
三
二
の
一
七
八
ま
で
、
三
三
の
五
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を

大
字
富
萢
字
初
瀬
に
編
入
す
る
。

大
字
十
三
字
土
佐
一
の
一
九
四
、
一
の
二
八
九
、
一
の
三
八
〇
、
一
の
三
八
二
か
ら
一
の
三
八
六

ま
で
、
九
〇
六
の
二
、
大
字
富
萢
字
萱
津
二
一
の
一
か
ら
二
一
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
二
一
の
一
三

の
一
部
、
二
二
の
一
九
、
二
二
の
二
〇
の
一
部
、
二
二
の
二
五
の
一
部
、
二
二
の
三
二
、
三
二
の
一

部
、
大
字
富
萢
字
初
瀬
二
六
の
一
の
一
部
、
二
六
の
三
の
一
部
、
二
六
の
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
大
字
富
萢
字
早
緑
二
七
の
三
三
、

二
七
の
三
四
、
二
七
の
七
六
、
三
四
の
一
六
に
隣
接
す
る
大
字
富
萢
字
早
川
の
水
路
で
あ
る
国
有
地

の
全
部
、
大
字
富
萢
字
早
緑
二
七
の
三
二
、
二
七
の
五
九
、
三
〇
、
三
四
の
一
、
三
四
の
二
、
三
四

の
四
、
三
四
の
一
三
、
三
四
の
一
七
か
ら
三
四
の
一
九
ま
で
、
三
五
の
二
、
三
六
の
二
、
三
七
の
一
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の
地
先
の
大
字
富
萢
字
早
川
の
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
大
字
富
萢
字
早
緑
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

浦
村
長
か
ら
市
浦
村
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

北
津
軽
郡
市
浦
村

大
字
富
萢
字
早
緑
二
七
の
五
六
、
二
七
の
一
二
三
、
二
七
の
一
二
六
、
二
七
の
一
二
八
か
ら
二
七

の
一
三
二
ま
で
、
二
七
の
一
三
四
か
ら
二
七
の
一
三
六
ま
で
、
二
三
七
の
二
、
二
三
七
の
三
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
並
び
に
大
字
十
三
字
土
佐
一
の

七
に
隣
接
す
る
大
字
富
萢
字
早
緑
の
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
大
字
十
三
字
土
佐
に
編

入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

碇
ケ
関
調
剤
薬
局

み
ん
ゆ
う
薬
局
黒

石
病
院
前
店

南
津
軽
郡
碇
ケ
関
村
大
字
碇
ケ
関
字
湯
向
川
添
五
一

の
一
〇

黒
石
市
北
美
町
一
丁
目
七
四
の
一

平
成
��･

�･

�

〃

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

沼
倉
耳
鼻
咽
喉
科

医
院

弘
前
市
大
字
元
寺
町
四
七

平
成
��･

�･

��

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
浜
町
三
四
四
の
三

竹

越

せ

つ

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
中
沢
一
八
の
一
七

中

川

善

文

深
浦
区
域

１

総
ト
ン
数
二

十
ト
ン
以
上
百

ト
ン
未
満
の
漁

船
に
よ
り
行
う

底
び
き
網
漁
業

� �
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平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
相
内
三
四
九
の
三

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

医
療
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
市
浦
村
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
三

年
十
一
月
十
六
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
十
五
年
八
月
十
九
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
深
浦
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
四
番
地
二

深
浦
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
苗
代
沢
八
四
番
地
二

深
浦
町
長

平
沢

敬
義

二

埋
立
区
域

１

位
置

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
一
六
番
地
二
号
か
ら
同
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩

見
形
一
五
番
地
一
号
に
至
る
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑦
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た

区
域

①
の
地
点

深
浦
町
多
角
点
Ｈ
Ｈ
二
八
―
一
二

(

Ｘ
座
標
八
三
二
一
三
・
二
二
七

Ｙ
座
標
マ

イ
ナ
ス
六
二
二
七
二
・
六
二
三)

(

北
緯
四
〇
度
四
四
分
四
九
秒
、
東
経
一
四
〇

度
〇
五
分
四
五
秒)

か
ら
一
三
七
度
二
二
分
五
七
秒
一
九
七
・
三
九
メ
ー
ト
ル
の

地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
三
五
三
度
四
二
分
二
二
秒
一
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
三
八
度
四
二
分
三
六
秒
五
七
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
八
三
度
四
二
分
二
二
秒
一
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
一
二
八
度
四
二
分
三
六
秒
五
二
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
二
一
八
度
四
二
分
三
六
秒
八
四
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
三
二
七
度
四
三
分
五
九
秒
一
三
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

む
つ
市
大
字
城
ケ
沢
字
城
ケ
沢
三
三
番
地

木

村

亀

治

む
つ
市
大
字
奥
内
字
浜
奥
内
六
番
地
二

品

木

長

助

む
つ
市
大
平
町
三
三
番
九
号

大

室

石

夫

む

つ

� �



� �

３

面
積

五
、
〇
〇
〇
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
堅
田
店

弘
前
市
大
字
青
山
二
丁
目
二
三
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
・
か
ん
ぶ
ん
上
北
町
店

上
北
郡
上
北
町
旭
北
一
丁
目
六
八
〇
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

２

株
式
会
社
菅
文

岩
手
県
二
戸
市
堀
野
字
長
地
七
五
の
四

代
表
取
締
役

菅
陽
悦

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
上
北
町
役
場

２

期
間

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
七
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
上
北
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八

戸
平
原
土
地
改
良
区
に
係
る
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
平
成
十
五
年
八
月
二
十
日
認
可
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し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

事
業
名

維
持
管
理

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

十
三
湖
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
弘
前
県
土
整
備
事
務
所
及
び
黒

石
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
八
月
二
十
七
日

弘
前
県
土
整
備
事
務
所
長

米
内
山

満
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位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

黒
石
市
大
字
温
湯
字
竹
原
三

の
四

七
二
・
三
二
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成��･

�･

�

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


